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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、タイ王国にある投資先のYMPプレス&ダイ㈱（以下「同社」という）が関連会社になった以降の

平成26年３月期の監査済財務諸表が平成27年３月になっても受領できず、同社の決算数値が確定しない事

態となりました。このことから、当社が現地調査を行った結果、同社の無形固定資産勘定に多額の生産準

備費用等が計上されており、同社に対する当社の投資に対して再評価の必要性及び短期貸付金、売掛金及

び未収入金の回収可能性に疑義が生じていることが判明いたしました。

本案件の重要性を考慮して、平成27年４月21日に当社の会計処理の適切性及び同社に対する投融資の承

認プロセスの適切性について、外部の専門家を含めた調査、意見が必要であると判断し、社内調査委員会

（以下「特別調査委員会」という）を設置いたしました。

特別調査委員会による調査の結果、同社が資産計上した生産準備費用等は金型等に携わる部署の費用、

金型等を使用した部品の製造工程における試し部材料費などから構成されていることが明らかとなりまし

た。タイ経済の低迷等の同社を取り巻く環境や生産規模等を勘案した結果、これらの生産準備費用等は発

生時に費用化すべきとの判断に至りました。

当社においてこれらの調査結果に基づいて同社の財務諸表を適切に修正した結果、平成24年３月期に遡

及して当社の保有する同社の株式の減損処理を行うことといたしました。

この結果、平成25年3月期の第１四半期連結財務諸表において、当連結会計年度の期首の剰余金残高が

226百万円減少しております。

これらにより、当社が平成24年８月９日に提出いたしました第99期第１四半期(自　平成24年４月１

日　至　平成24年６月30日)四半期報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品

取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出いたします。

なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受

けており、そのレビュー報告書を添付しております。

 

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報　

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況

３　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

　（1）経営成績の分析

　（2）財政状態の分析

第４　経理の状況　

１　四半期連結財務諸表

　（1）四半期連結貸借対照表

　（2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

 会計方針の変更等

　注記事項

　　（１株当たり情報）

 
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

なお、訂正箇所が多数に及ぶことから上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。
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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第98期

第１四半期
連結累計期間

第99期
第１四半期
連結累計期間

第98期

会計期間
自  平成23年４月１日

至  平成23年６月30日

自  平成24年４月１日

至  平成24年６月30日

自  平成23年４月１日

至  平成24年３月31日

売上高 （百万円） 70,097 96,869 372,083

経常利益又は経常損失(△) （百万円） △1,804 △240 335

四半期(当期)純損失(△) （百万円） △3,044 △643 △4,747

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △1,393 748 △2,536

純資産額 （百万円） 49,787 48,924 48,175

総資産額 （百万円） 222,085 220,142 221,579

１株当たり四半期(当期)純損失金額(△) （円） △43.52 △9.19 △67.86

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 16.8 16.2 16.1
 

(注) １  売上高には、消費税等は含まれておりません。

２  潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、１株当たり四半期(当期)純損失金額であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業

の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子
会社）が判断したものであります。

(1)　経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間における世界経済は、欧州の財政金融不安に伴い、減速感が広がっており

ます。また、景気拡大が続いてきた中国、インドを始めとした新興国においても景気の拡大テンポが弱

まってきており、総じて厳しい状況にあります。

国内経済は、復興需要等を背景として、緩やかに回復しつつありますが、円高の影響や世界経済の減

速懸念等もあり、依然として厳しい状況が続いております。

当社グループの主要取引先であります自動車業界においては、グローバルレベルでは緩やかな回復基

調にあり、国内市場においても、東日本大震災からの復旧の進展やエコカー補助金等の政策効果もあり

回復基調にあります。

こうした状況のなか、当社グループにおいては、生産体制の見直し、生産効率の向上、原価改善の推

進及び物流費の低減などの収益改善活動等に積極的に取り組んでまいりました。

当第１四半期連結累計期間の連結業績は、各カーメーカーの増産の影響により、売上高は968億円(前

年同四半期比38.2％増)となり、営業利益は５億円(前年同四半期は12億円の営業損失)、経常損失は２

億円(前年同四半期は18億円の経常損失)、四半期純損失は６億円(前年同四半期は30億円の四半期純損

失)となりました。

 

セグメントの業績は次のとおりであります。

①日本

売上高は東日本大震災からの復旧の進展やエコカー補助金等の政策効果もあって、各カーメーカー

の増産の影響により、645億円(前年同四半期比49.2％増)となりました。セグメント利益は２億円(前

年同四半期は24億円のセグメント損失)となりました。

②北米

売上高は147億円(前年同四半期比117.2％増)となりました。セグメント損失は４億円(前年同四半

期は６億円のセグメント損失)なりました。

③欧州

売上高は57億円(前年同四半期比11.2％減)となりました。セグメント損失は１億円(前年同四半期

は２億円のセグメント利益)となりました。

④アジア

売上高は150億円(前年同四半期比3.1％減)となりました。セグメント利益は６億円(前年同四半期

比55.6％減)となりました。
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(2)　財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産については、現金及び預金等の増加はありましたが、売上債

権、有形固定資産及び投資有価証券等の減少により、前連結会計年度末に比べて14億円減少し、2,201

億円となりました。負債については、仕入債務の減少等により、前連結会計年度末に比べて21億円減少

し、1,712億円となりました。純資産については、四半期純損失の計上及びその他有価証券評価差額金

の減少等があったものの、為替換算調整勘定の増加等があり、前連結会計年度末に比べて７億円増加

し、489億円となりました。

 
(3)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題に重要な変更はありません。

 
(4)　研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は562百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありま

せん。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①　【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000,000

計 200,000,000
 

 

②　【発行済株式】

 

種類

第１四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成24年６月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成24年８月９日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 70,049,627 70,049,627

東京証券取引所
市場第一部
名古屋証券取引所
市場第一部

単元株式数は
100株であります。

計 70,049,627 70,049,627 － －
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式

総数増減数

(千株)

発行済株式

総数残高

(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成24年４月１日～

平成24年６月30日
─ 70,049 ─ 11,820 △1,969 10,267
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 
(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、

記載することができませんので、直前の基準日である平成24年３月31日の株主名簿により記載しており

ます。

 
①　【発行済株式】

平成24年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 94,200

完全議決権株式（その他） 普通株式 69,855,000 698,550 －

単元未満株式 普通株式 100,427 － －

発行済株式総数  70,049,627 － －

総株主の議決権 － 698,550 －
 

 
②　【自己株式等】

平成24年３月31日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(％)

(自己保有株式)
岡崎市橋目町字御茶屋１番地 94,200 － 94,200 0.1

フタバ産業株式会社

計 － 94,200 － 94,200 0.1
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成

19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 
２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年４月

１日から平成24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日

まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けてお

ります。

なお、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出してお

りますが、訂正後の四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受

けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

    
前連結会計年度

(平成24年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成24年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 16,613 20,241

  受取手形及び売掛金 49,860 47,259

  製品 3,923 4,385

  仕掛品 7,651 8,026

  原材料及び貯蔵品 3,787 3,889

  繰延税金資産 6 4

  その他 10,145 8,092

  貸倒引当金 △87 △80

  流動資産合計 91,900 91,818

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 28,103 28,074

   機械装置及び運搬具（純額） 46,235 45,392

   工具、器具及び備品（純額） 3,818 3,955

   土地 15,040 15,064

   リース資産（純額） 4,206 4,616

   建設仮勘定 8,289 8,081

   有形固定資産合計 105,692 105,185

  無形固定資産 1,096 1,273

  投資その他の資産   

   投資有価証券 17,988 16,916

   長期貸付金 2,028 2,032

   繰延税金資産 663 668

   その他 4,914 4,954

   貸倒引当金 △2,706 △2,706

   投資その他の資産合計 22,889 21,865

  固定資産合計 129,678 128,324

 資産合計 221,579 220,142
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(単位：百万円)

   
前連結会計年度

(平成24年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成24年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 55,247 53,171

  短期借入金 36,969 36,183

  1年内返済予定の長期借入金 25,940 26,288

  リース債務 4,022 4,134

  未払法人税等 1,013 579

  未払消費税等 639 556

  リコール損失引当金 130 86

  未払費用 7,316 8,351

  その他 4,610 4,207

  流動負債合計 135,890 133,559

 固定負債   

  長期借入金 18,912 18,988

  リース債務 1,226 1,439

  繰延税金負債 7,232 6,931

  退職給付引当金 8,997 9,175

  役員退職慰労引当金 82 70

  製品保証引当金 383 383

  資産除去債務 189 189

  その他 489 479

  固定負債合計 37,513 37,658

 負債合計 173,403 171,218

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 11,820 11,820

  資本剰余金 12,382 10,413

  利益剰余金 9,955 11,281

  自己株式 △147 △147

  株主資本合計 34,011 33,368

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 6,415 5,563

  為替換算調整勘定 △4,650 △3,199

  その他の包括利益累計額合計 1,765 2,363

 少数株主持分 12,399 13,193

 純資産合計 48,175 48,924

負債純資産合計 221,579 220,142
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

  
前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

売上高 70,097 96,869

売上原価 67,697 92,050

売上総利益 2,399 4,818

販売費及び一般管理費 3,624 4,286

営業利益又は営業損失（△） △1,224 532

営業外収益   

 受取利息 50 23

 受取配当金 100 94

 作業くず売却益 149 71

 雑収入 142 88

 営業外収益合計 442 278

営業外費用   

 支払利息 426 309

 デリバティブ評価損 13 11

 持分法による投資損失 29 14

 為替差損 413 412

 雑損失 139 304

 営業外費用合計 1,021 1,051

経常損失（△） △1,804 △240

特別損失   

 投資有価証券評価損 226 －

 特別損失合計 226 －

税金等調整前四半期純損失（△） △2,030 △240

法人税等 526 285

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,556 △526

少数株主利益 488 117

四半期純損失（△） △3,044 △643
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

  
前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,556 △526

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △153 △854

 為替換算調整勘定 1,216 1,823

 持分法適用会社に対する持分相当額 99 305

 その他の包括利益合計 1,163 1,275

四半期包括利益 △1,393 748

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △2,260 △45

 少数株主に係る四半期包括利益 867 794
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【会計方針の変更等】

 

当第１四半期連結累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産(ただし、金型を除く)については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお
ります。
これにより、従来の方法と比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益は69百万円増加、経常損失及び税金等

調整前四半期純損失はそれぞれ69百万円減少しております。
 

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 

当第１四半期連結累計期間

(自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日)

(税金費用の計算)
一部の連結子会社における税金費用については、当第１四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期純

利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計
算しております。
なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。

 

 

 

 

 

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

該当事項はありません。

 

(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第
１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの
償却額は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
  至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
  至  平成24年６月30日)

減価償却費 5,782百万円 5,035百万円

のれんの償却額 3百万円 3百万円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年５月26日

取締役会
普通株式 209 3.00 平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

 

 
２  基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 
当第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日）

１  配当金支払額

該当事項はありません。

 
２  基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 
３  株主資本の著しい変動

当社は、平成24年５月24日の取締役会において、会社法第459条第１項の規定に基づく定款の定めに

より、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分について決議いたしました。

 
１　資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的

　資本準備金の額を減少し剰余金の処分を行うことによって、繰越利益剰余金の欠損を填補するも

の。

２　資本準備金の額の減少の要領

　会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少しその他資本剰余金に振替えるもの。

(1) 減少する準備金の項目及びその額

　　資本準備金　　　　　1,969百万円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

　　その他資本剰余金　　1,969百万円

３　剰余金の処分の要領

　会社法第452条の規定に基づき、上記２で振替えたその他資本剰余金をさらに繰越利益剰余金に振

替え、欠損を填補するもの。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

　　その他資本剰余金　　1,969百万円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

　　繰越利益剰余金　　　1,969百万円

４　資本準備金の額の減少及び剰余金の効力の発生日

(1) 取締役会決議日　　　平成24年５月24日

(2) 効力発生日　　　　　平成24年５月24日
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日）

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 
報告セグメント

調整額
(注)１

合計
(注)２

日本 北米 欧州 アジア 計

売上高        

  外部顧客への売上高 41,410 6,788 6,479 15,417 70,097 － 70,097

  セグメント間の内部売上
高又は振替高

1,873 0 0 72 1,945 △1,945 －

計 43,283 6,788 6,479 15,489 72,042 △1,945 70,097

セグメント利益
又は損失（△）

△2,435 △675 266 1,527 △1,317 92 △1,224
 

(注) １　セグメント利益の調整額92百万円は、セグメント間取引消去であります。

２　セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

当第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日）

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 
報告セグメント

調整額
(注)１

合計
(注)２

日本 北米 欧州 アジア 計

売上高        

  外部顧客への売上高 61,418 14,746 5,756 14,948 96,869 － 96,869

  セグメント間の内部売上
高又は振替高

3,156 － － 61 3,217 △3,217 －

計 64,575 14,746 5,756 15,009 100,086 △3,217 96,869

セグメント利益
又は損失（△）

216 △461 △118 678 314 218 532
 

(注) １　セグメント利益の調整額218百万円は、セグメント間取引消去であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３　会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、当

第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産(ただし、金型は除く)につい

ては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正

後の法人税法に基づく方法に変更しております。当該変更により、従来の方法に比べて、当第１四半期連結

累計期間の「日本」のセグメント利益が69百万円増加しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
  至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
  至  平成24年６月30日)

１株当たり四半期純損失金額(△) △43円52銭 △9円19銭

(算定上の基礎)   

四半期純損失金額(△)(百万円) △3,044 △643

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純損失金額(△)(百万円) △3,044 △643

普通株式の期中平均株式数(千株) 69,956 69,955
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

フタバ産業株式会社(E02195)

訂正四半期報告書

17/18



有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   髙　　橋　　寿　　佳   印

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   山　　崎　　裕　　司   印

独立監査人の四半期レビュー報告書

 
平成27年６月30日

フタバ産業株式会社

取締役会  御中

　

 

　

 

　

 

 
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているフ

タバ産業株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間
（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成
24年６月30日まで）に係る訂正後の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損
益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、フタバ産業株式会社及び連結子会社の平成
24年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示し
ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
その他の事項
四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正して

いる。なお、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して平成24年８月６日に四半期レビュー報告
書を提出した。
　

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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